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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多層基板の積層に用いるプリプレグであって、
　マトリックスと、
　このマトリックス中に配設される複数枚のシート状補強材と
　を備え、
　上記マトリックスが、酸素含有官能基を有するフッ素樹脂を主成分とし、
　全光線透過率が２０％以上９５％以下、拡散率が３％以上６０％以下であるプリプレグ
。
【請求項２】
　上記複数枚のシート状補強材として、２枚以上６枚以下のシート状補強材が用いられて
いる請求項１に記載のプリプレグ。
【請求項３】
　上記複数枚のシート状補強材の平均合計厚みが、１５μｍ以上２００μｍ以下である請
求項１又は請求項２に記載のプリプレグ。
【請求項４】
　上記シート状補強材が、織布又は不織布である請求項１、請求項２又は請求項３に記載
のプリプレグ。
【請求項５】
　上記シート状補強材を構成する素材の主成分がガラス又は合成樹脂である請求項１から
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請求項４のいずれか１項に記載のプリプレグ。
【請求項６】
　絶縁層とこの絶縁層の表面側に積層される導電パターンとを有する複数のプリント配線
板と、
　このプリント配線板同士の接着に用いるプリプレグと
　を備える多層基板であって、
　上記複数のプリント配線板のうちの少なくとも１のプリント配線板の絶縁層がフッ素樹
脂を主成分とし、
　このフッ素樹脂を主成分とする絶縁層の接着に請求項１から請求項５のいずれか１項に
記載のプリプレグが用いられている多層基板。
【請求項７】
　上記フッ素樹脂を主成分とする絶縁層を有するプリント配線板が、
　上記絶縁層の表面に積層される被覆層をさらに備え、
　この被覆層が上記プリプレグと当接し、
　上記被覆層が、ケイ素原子、窒素原子、イオウ原子又はこれらの組み合わせを含む化合
物を含有し、
　上記被覆層の平均厚さが１００ｎｍ以下であり、
　上記被覆層における上記絶縁層と反対側の表面の対水接触角が３０°以上９０°以下で
あり、
　上記絶縁層がポリテトラフルオロエチレン、テトラフルオロエチレン－パーフルオロア
ルキルビニルエーテル共重合体、テトラフルオロエチレン－ヘキサフルオロプロピレン共
重合体又はこれらの混合樹脂を主成分とし、
　上記化合物及び上記フッ素樹脂が、飛行時間二次イオン質量分析により検出される結合
を形成している請求項６に記載の多層基板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プリプレグ及び多層基板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、情報通信量は増大する一方であり、これに応えるため、例えばＩＣカード、携帯
電話端末等の電子機器においてマイクロ波、ミリ波といった高周波領域での通信が盛んに
なっている。このような電子機器の部品として用いられるプリント配線板には、伝送速度
の向上と伝送損失の低減とを達成するため、比誘電率の低いフッ素樹脂を絶縁層に用いる
場合がある。
【０００３】
　また、電子機器分野においては、電子機器の高密度化に伴い、プリント配線板の多層化
が進んでいる。多層化したプリント配線板（多層基板）の製造においては、例えばエポキ
シ系接着剤等の接着剤、接着シート、シート状プリプレグなどを用いた接着や、プレス処
理による熱融着などによってプリント配線板やプリント配線板用基材を接着する。
【０００４】
　しかし、絶縁層にフッ素樹脂を用いたプリント配線板を接着剤、接着シート、シート状
プリプレグ等を用いて接着すると、この接着剤等に含まれる合成樹脂が多層基板の比誘電
率を増大させるため、上記フッ素樹脂の使用による比誘電率の低減効果が不十分となるお
それがある。そこで、接着剤等によって比誘電率が増大しないようにするため、例えば接
着シート又はシート状プリプレグの主成分をフッ素樹脂とする方法や、上記プリント配線
板を熱融着する方法が考えられる。しかし、これらの方法では、フッ素樹脂の融点が過度
に高いことに起因して、例えば３２０℃～３５０℃程度の高温プレス処理が必要となる。
その結果、上述の方法には汎用の多層化プレス機（例えば設定可能温度が２５０℃以下）
を適用できないおそれがある。また、上記プリント配線板は、導電パターンとの密着性向
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上のために絶縁層表面が親水化処理されていることが多く、この親水化処理された表面が
他のプリント配線板の絶縁層との接着を妨げるため、高温プレスを行っても十分な接着性
が得られないおそれがある。
【０００５】
　そこで、フッ素樹脂に不飽和カルボン酸等をグラフトして得られるフッ素樹脂接着剤が
提案されている（特開平０７－０１８０３５号公報参照）。このフッ素樹脂によれば、上
記グラフトにより酸素含有官能基が導入されることでフッ素樹脂の接着性が向上すると共
に融点が低下し、その結果、上記絶縁層の親水化処理された表面との接着性を向上でき、
また汎用プレス機でも接着可能になると考えられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平０７－０１８０３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、フッ素樹脂は線膨張率（熱膨張率）が比較的大きい材料であるため、上
記従来のフッ素樹脂を用いた接着シート又はシート状プリプレグは、接着後の寸法安定性
が不十分となり、ヒートサイクル等により層間剥離を起こすおそれがある。
【０００８】
　また、ミリ波レーダーがレーダー特性を安定的に発揮するためには、多層基板の比誘電
率εｒをなるべく一定に保つことが望ましい。ここで、誘電体である多層基板の比誘電率
εｒは、真空の誘電率ε０に対する誘電率εの比（ε／ε０）で表され、誘電率εは、ε
＝Ｃ（ｄ／Ｓ）で表される。この式中、Ｃは静電容量、ｄは誘電体の厚み、Ｓは誘電体の
面積を表わす。このように、誘電体における比誘電率εｒはその厚みに依存する。しかし
、上述の通りフッ素樹脂は線膨張率が比較的大きい材料であるため、上記接着シート又は
シート状プリプレグは、接着後の温度変化に伴う厚みの変化によって比誘電率等の電気特
性が変化し、ひいては多層基板の電気特性を変化させるおそれがある。これにより、多層
基板の電気特性の温度依存性が増大し、屋外で使用する場合や、使用に伴って温度上昇す
る可能性がある場合等に、安定的にレーダー特性を発揮できないおそれがある。
【０００９】
　本発明は上記事情に基づいてなされたものであり、容易かつ確実に多層基板の積層が可
能であると共に、接着後における寸法安定性が高く、かつ電気特性の温度依存性が低いプ
リプレグと、このプリプレグを用いた多層基板とを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するためになされた本発明の一態様に係るプリプレグは、多層基板の積
層に用いるプリプレグであって、マトリックスと、このマトリックス中に配設されるシー
ト状補強材とを備え、上記マトリックスが、酸素含有官能基を有するフッ素樹脂を主成分
とする。
【００１１】
　また、上記課題を解決するためになされた本発明の別の一態様に係る多層基板は、絶縁
層とこの絶縁層の表面側に積層される導電パターンとを有する複数のプリント配線板と、
このプリント配線板同士の接着に用いるプリプレグとを備える多層基板であって、上記複
数のプリント配線板のうちの少なくとも１のプリント配線板の絶縁層がフッ素樹脂を主成
分とし、このフッ素樹脂を主成分とする絶縁層の接着に上述のプリプレグが用いられてい
る。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の一態様に係るプリプレグは、容易かつ確実に多層基板の積層が可能であると共
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に、接着後における寸法安定性が高く、かつ電気特性の温度依存性が低い。また、本発明
の別の一態様に係る多層基板は、ヒートサイクルによる層間剥離が生じ難く、かつ電気特
性の温度依存性が低い。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一態様に係る多層基板を示す模式的断面図である。
【図２】図１の一部を示す模式的拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
［本発明の実施形態の説明］
　本発明の実施形態に係るプリプレグは、多層基板の積層に用いるプリプレグであって、
マトリックスと、このマトリックス中に配設されるシート状補強材とを備え、上記マトリ
ックスが、酸素含有官能基を有するフッ素樹脂を主成分とする。
【００１５】
　当該プリプレグは、マトリックスが酸素含有官能基を有するフッ素樹脂を主成分とする
ため、プレス温度が比較的低い汎用プレス機で多層基板の積層が可能であり、また表面を
親水化処理した絶縁層を確実に接着できる。さらに、当該プリプレグは、マトリックス中
に配設されるシート状補強材によって線膨張が厚み方向及び面方向のいずれの方向におい
ても抑制されるため、接着後における寸法安定性に優れると共に、比誘電率に代表される
電気特性の温度依存性が低い。
【００１６】
　上記補強材が、織布又は不織布であるとよい。このように、上記補強材が織布又は不織
布であることで、マトリックスの主成分であるフッ素樹脂が補強材に含浸した含浸構造を
形成でき、その結果、線膨張を抑制し易くなる。これにより、接着後における寸法安定性
をより向上でき、また電気特性の温度依存性をより低減できる。
【００１７】
　上記補強材を構成する素材の主成分がガラス又は合成樹脂であるとよい。上記補強材を
構成する素材の主成分が、比較的線膨張率し難い材料であるガラス又は合成樹脂であるこ
とで、接着後における寸法安定性をより向上でき、また電気特性の温度依存性をより低減
できる。
【００１８】
　当該プリプレグの全光線透過率としては、２０％以上９５％以下が好ましく、また拡散
率としては３％以上６０％以下が好ましい。シート状補強材を含有するプリプレグは、一
般的に透明性が低下する傾向にある。しかし、当該プリプレグの全光線透過率及び拡散率
をそれぞれ上記範囲とすることで、プリント配線板等に当該プリプレグを重畳した際に、
当該プリプレグを介して上記プリント配線板の回路を容易かつ確実に視認できる。これに
より、多層化の際にプリント配線板同士のアライメント（位置あわせ）が容易となる。
【００１９】
　本発明の別の実施形態に係る多層基板は、絶縁層とこの絶縁層の表面側に積層される導
電パターンとを有する複数のプリント配線板と、このプリント配線板同士の接着に用いる
プリプレグとを備える多層基板であって、上記複数のプリント配線板のうちの少なくとも
１のプリント配線板の絶縁層がフッ素樹脂を主成分とし、このフッ素樹脂を主成分とする
絶縁層の接着に上述のプリプレグが用いられている。
【００２０】
　当該多層基板は、寸法安定性に優れると共に、比誘電率に代表される電気特性の温度依
存性が低い上述のプリプレグを用いて絶縁層を接着しているため、ヒートサイクルによる
層間剥離が生じ難く、かつ電気特性の温度依存性が低い。
【００２１】
　上記フッ素樹脂を主成分とする絶縁層を有するプリント配線板が、上記絶縁層の表面に
積層される被覆層をさらに備え、この被覆層が上記プリプレグと当接し、上記被覆層が、
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ケイ素原子、窒素原子、イオウ原子又はこれらの組み合わせを含む化合物を含有するとよ
い。この場合、上記被覆層の平均厚さとしては、１００ｎｍ以下が好ましい。また、上記
被覆層における上記絶縁層と反対側の表面の対水接触角としては、３０°以上９０°以下
が好ましい。さらに、上記絶縁層がポリテトラフルオロエチレン、テトラフルオロエチレ
ン－パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体、テトラフルオロエチレン－ヘキサフ
ルオロプロピレン共重合体又はこれらの混合樹脂であるとよい。さらに、上記化合物及び
上記フッ素樹脂が、飛行時間二次イオン質量分析（ＴＯＦ－ＳＩＭＳ：Ｔｉｍｅ　ｏｆ　
Ｆｌｉｇｈｔ　Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｉｏｎ　Ｍａｓｓ　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ）に
より検出される結合を形成しているとよい。このように、上記プリント配線板が、上記絶
縁層上に積層される被覆層をさらに備え、この被覆層が上記プリプレグと当接し、上記被
覆層が、ケイ素原子、窒素原子、イオウ原子又はこれらの組み合わせを含む化合物を含有
し、この被覆層の平均厚さと上記絶縁層と反対側の表面の対水接触角とを上記範囲とし、
上記絶縁層がＰＴＦＥ、ＰＦＡ、ＦＥＰ又はこれらの混合樹脂を主成分とし、かつ上記化
合物及び上記フッ素樹脂がＴＯＦ－ＳＩＭＳにより検出される化学結合を形成しているこ
とで、上記プリント配線板の透明性を維持しつつ、２５０℃以下で加熱する汎用の多層化
工程を行う場合における上述のプリプレグ及び上記絶縁層の接着性を向上できる。
【００２２】
　ここで「酸素含有官能基」とは、１又は複数の酸素原子を含有する官能基をいう。「主
成分」とは、最も含有量の多い成分であり、例えば含有量が５０質量％以上の成分を指す
。全光線透過率とは、ＪＩＳ－Ｋ７３７５：２００８「プラスチック－全光線透過率及び
全光線反射率の求め方」に準拠して測定した値を意味する。「拡散率」とは、ＪＩＳ－Ｚ
８１１３：１９９８「照明用語」に準拠して測定した値を意味する。具体的には、プリプ
レグに対して垂直方向から平行光を照射し、出射角度５度、２０度又は７０度における輝
度（以下、それぞれＢ５、Ｂ２０及びＢ７０とする）に基づいて下記式（１）で求められ
る値をいう。「対水接触角」とは、ＪＩＳ－Ｒ３２５７：１９９９「基板ガラス表面のぬ
れ性試験方法」に準拠して測定される静的対水接触角の値をいう。
　拡散率（％）＝１００×（Ｂ７０＋Ｂ２０）／２／Ｂ５・・・（１）
【００２３】
［本発明の実施形態の詳細］
　以下、本発明の実施形態に係るプリプレグ及び多層基板について、適宜図面を参照しつ
つ詳説する。
【００２４】
＜プリプレグ＞
　当該プリプレグは、多層基板の積層に用いられるシート状プリプレグであり、マトリッ
クスと、このマトリックス中に配設されるシート状補強材とを備える。当該プリプレグは
、マトリックス中に配設されるシート状補強材によって厚み方向及び面方向のいずれの方
向においても線膨張が抑制されるため、接着後における寸法安定性に優れると共に比誘電
率に代表される電気特性の温度依存性が低い。
【００２５】
（マトリックス）
　当該プリプレグに用いるマトリックスは、酸素含有官能基を有するフッ素樹脂を主成分
とし、多層基板の積層時、プレス処理等によって溶融することでプリント配線板やプリン
ト配線板用基材等を接着する。当該プリプレグは、比較的比誘電率の低い材料であるフッ
素樹脂をマトリックスの主成分とするため、形成される多層基板の比誘電率を低減できる
。また、酸素含有官能基を有するフッ素樹脂は、フッ素樹脂の中では融点が低く、かつ親
水性が比較的高い。そのため、当該プリプレグは、比較的低温のプレス処理で接着可能で
あり、また導電パターンとの接着性向上のために表面を親水化した絶縁層であっても確実
に接着できる。
【００２６】
　ここで「フッ素樹脂」とは、高分子鎖の繰り返し単位を構成する炭素原子に結合する水
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素原子の少なくとも１つが、フッ素原子又はフッ素原子を有する有機基（以下、「フッ素
原子含有基」ともいう）で置換されたものをいう。フッ素原子含有基は、直鎖状又は分岐
状の有機基中の水素原子の少なくとも１つがフッ素原子で置換されたものであり、例えば
フルオロアルキル基、フルオロアルコキシ基、フルオロポリエーテル基等が挙げられる。
【００２７】
　上記酸素含有官能基としては、例えばカルボキシ基又はその誘導基、水酸基、イソシア
ネート基、カルバモイルオキシ基、ホスホノオキシ基、ハロホスホノオキシ基、スルホ基
又はその誘導基等が挙げられる。上記酸素含有官能基としては、これらの中で、水酸基及
びカルボキシ基が好ましい。
【００２８】
　酸素含有官能基を有するフッ素樹脂としては、例えばポリテトラフルオロエチレン（Ｐ
ＴＦＥ）、テトラフルオロエチレン－パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体（Ｐ
ＦＡ）、テトラフルオロエチレン－ヘキサフルオロプロピレン共重合体（ＦＥＰ）、テト
ラフルオロエチレン－エチレン共重合体（ＥＴＦＥ）、ポリビニリデンフルオライド（Ｐ
ＶＤＦ）、ポリクロロトリフルオロエチレン（ＰＣＴＦＥ）、クロロトリフルオロエチレ
ン－エチレン共重合体（ＥＣＴＦＥ）、ポリフッ化ビニル（ＰＶＦ）や、テトラフルオロ
エチレン、ヘキサフルオロプロピレン、及びビニリデンフルオライドの３種類のモノマー
により形成される熱可塑性フッ素樹脂（ＴＨＶ）や、フルオロエラストマー等のフッ素樹
脂に酸素含有官能基を導入したものなどが挙げられる。
【００２９】
　上記酸素含有官能基を有するフッ素樹脂としては、酸素含有官能基を導入したＥＴＦＥ
が好ましい。この酸素含有官能基を導入したＥＴＦＥの市販品としては、例えばダイキン
社の「ネオフロン（登録商標）ＥＦＥＰ　ＲＰ－４０２０」や、旭硝子社の「Ｆｌｕｏｎ
（登録商標）ＬＭ－７２０ＡＰ」等が挙げられる。
【００３０】
　上記酸素含有官能基を有するフッ素樹脂の融点の上限としては、２５０℃が好ましく、
２３０℃がより好ましく、１８０℃がさらに好ましい。一方、上記融点の下限としては、
１３０℃が好ましく、１５０℃がより好ましい。上記融点が上記上限を超えると、当該プ
リプレグを用いた接着に汎用プレス機を適用できないおそれがある。逆に、上記融点が上
記下限未満であると、当該プリプレグで接着した多層基板の耐熱性が低下するおそれがあ
る。ここで「フッ素樹脂の融点」とは、ＪＩＳ－Ｋ７１２１：２０１２「プラスチックの
転移温度測定方法」に準拠して示差走査熱量計（ＤＳＣ）により測定される融点ピーク温
度を指す。
【００３１】
　上記マトリックスには、上記酸素含有官能基を有するフッ素樹脂以外の任意成分が含ま
れてもよい。この任意成分としては、例えば酸素含有官能基を有さないフッ素樹脂、フッ
素樹脂以外の他の合成樹脂、難燃剤、難燃助剤、顔料、酸化防止剤、反射付与剤、隠蔽剤
、滑剤、加工安定剤、可塑剤、発泡剤等が挙げられる。上記マトリックス中の任意成分の
含有量の上限としては、２０質量％が好ましく、１０質量％がより好ましい。
【００３２】
　上記マトリックスの３０℃かつ１０ＧＨｚにおける比誘電率の上限としては、３．５が
好ましく、３．０がより好ましい。一方、上記比誘電率の下限としては、１．２が好まし
く、１．４がより好ましい。上記比誘電率が上記上限を超えると、当該プリプレグを用い
た多層基板において、比誘電率に代表される電気特性が低下するおそれがある。逆に、上
記比誘電率が上記下限未満であると、材料選択の幅が狭まるおそれがある。ここで「比誘
電率」とは、ＪＩＳ－Ｃ２１３８：２００７「電気絶縁材料－比誘電率及び誘電正接の測
定方法」に準拠する空洞共振器摂道法により、相対湿度５０％の条件で測定される厚さ方
向の値である。後述する「誘電正接」についても、同様に定義される。
【００３３】
　上記マトリックスの－４０℃以上１２０℃以下における平均線膨張係数の上限としては
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、５００ｐｐｍ／℃が好ましく、２００ｐｐｍ／℃がより好ましい。一方、上記平均線膨
張係数の下限としては、１５ｐｐｍ／℃が好ましい。上記平均線膨張係数が上記上限を超
えると、当該プリプレグを用いた多層基板が平面方向及び厚さ方向に線膨張し易くなるお
それがある。その結果、平面方向に線膨張することで温度変化があった際に回路の精度を
維持できないおそれや、基板全体の歪みにより回路が断線するおそれがある。また、上記
多層基板が厚さ方向に線膨張することで、電気特性の温度依存性が増大するおそれがある
。逆に、上記平均線膨張係数が上記下限未満であると、材料選択の幅が狭まるおそれがあ
る。ここで「線膨張係数」とは、ＪＩＳ－Ｋ７１９７：１９９１「プラスチックの熱機械
分析による線膨脹率試験方法」に準拠して測定した値を意味し、「－４０℃以上１２０℃
以下における平均線膨張係数」とは、－４０℃から１２０℃まで２０℃間隔で測定した線
膨張率の算術平均値を意味する。
【００３４】
（シート状補強材）
　当該プリプレグに用いるシート状補強材は、マトリックス中に配設され、当該プリプレ
グの面方向における線膨張を抑制し、接着後における寸法安定性を向上する。また、シー
ト状補強材は、当該プリプレグの厚み方向における線膨張を抑制することで、比誘電率に
代表される電気特性の温度依存性を低減する。
【００３５】
　当該プリプレグに用いるシート状補強材としては、例えばフィルム、織布、不織布（以
下、不織布及び織布をまとめて「クロス」ともいう）等を用いることができるが、これら
の中で、織布及び不織布が好ましい。このように、シート状補強材として織布又は不織布
を用いることで、マトリックスがシート状補強材の内部に含浸した含浸構造を形成でき、
その結果、当該プリプレグの線膨張を抑制し易くなる。
【００３６】
　当該プリプレグにおけるシート状補強材の体積比率の上限としては、６５体積％が好ま
しく、４５体積％がより好ましい。一方、シート状補強材の体積比率の下限としては、５
体積％が好ましく、１０体積％がより好ましく、３５体積％がさらに好ましい。シート状
補強材の体積比率が上記上限を超えると、当該プリプレグの接着性が低下するおそれや、
当該プリプレグを用いた多層基板の比誘電率が増大するおそれがある。逆に、シート状補
強材の体積比率が上記下限未満であると、当該プリプレグが線膨張し易くなり、その結果
、寸法安定性が低下するおそれや、電気特性の温度依存性が増大するおそれがある。ここ
で「シート状補強材の体積比率」とは、平面視で補強材が含まれる領域における体積比率
を意味する。
【００３７】
　上記シート状補強材は、当該プリプレグの厚み方向の中間に主に配設され、これにより
１層の補強材層を形成しているとよい。このように、上記シート状補強材が厚み方向の中
間に主に含まれることで、当該プリプレグの接着後の特に平面方向での寸法安定性をより
向上できる。但し、シート状補強材は、当該プリプレグの表面付近に配設されてもよく、
厚み方向がそれぞれ異なる複数の位置に配設され、これにより複数の補強材層を形成して
いてもよい。また、上記補強材層は、１層のシート状補強材により構成されていても、重
なりあった複数枚のシート状補強材により構成されていてもよい。
【００３８】
　上記シート状補強材を構成する素材の主成分としては、マトリックスよりも線膨張係数
が小さいものであれば特に限定されるものではないが、多層基板における導電パターンの
材料として使われることの多い銅と線膨張係数の差が少ないものが好ましい。具体的な上
記素材の－４０℃以上１２０℃以下における平均線膨張係数としては、例えば１０ｐｐｍ
／℃以上３０ｐｐｍ／℃以下とすることができる。このように、上記シート状補強材の素
材を銅との線膨張係数の差が少ないものとすることで、当該プリプレグを用いて形成され
る多層基板における回路の寸法安定性や回路導通のヒートサイクルに対する安定性を向上
できる。さらに、上記素材は、絶縁性と、フッ素樹脂の融点で溶融流動しない耐熱性と、
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フッ素樹脂と同等以上の引っ張り強さと、耐腐食性とを有することが望ましい。このよう
な観点から、シート状補強材を構成する素材の主成分としては、ガラス及び合成樹脂が好
ましい。これにより、当該プリプレグの接着後の寸法安定性を確実に向上できる。
【００３９】
　このようなシート状補強材の具体例としては、例えばガラス繊維をクロス状に加工した
ガラスクロス、このようなガラスクロスにフッ素樹脂を含浸させたフッ素樹脂含有ガラス
クロス、金属、セラミックス等の無機繊維をクロス状に加工した無機クロス、ポリテトラ
フルオロエチレン、ポリエーテルエーテルケトン、ポリイミド、アラミド、液晶ポリマー
（ＬＣＰ）等の合成樹脂繊維をクロス状に加工した樹脂クロス、ポリテトラフルオロエチ
レン、液晶ポリマー、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリベンゾイミダゾール、ポリエ
ーテルエーテルケトン、ポリテトラフルオロエチレン、テトラフルオロエチレン－パーフ
ルオロアルキルビニルエーテル共重合体、熱硬化樹脂、架橋樹脂等を主成分とする耐熱フ
ィルムなどが挙げられる。なお、上記樹脂クロス及び耐熱フィルムとしては、後述する当
該プリプレグの製造方法で熱圧着する工程の温度以上の融点（又は熱変形温度）を有する
ものが好ましい。上記ガラスクロス、無機クロス及び樹脂クロスが織布である場合、その
織り方としては、当該プリプレグを薄くするためには平織りが好ましいが、当該プリプレ
グを屈曲し易くするためには綾織り及びサテン織りが好ましい。この他、公知の織り方を
適用することができる。
【００４０】
　なお、ＬＣＰを主成分とするフィルムは、不透明であり、かつ厚さ方向での線膨張係数
が比較的大きい。しかし、ＬＣＰ繊維をクロス状に加工した樹脂クロスは、網目の存在に
よって透明性を確保でき、かつ厚さ方向での線膨張係数が比較的小さい。そのため、ＬＣ
Ｐ繊維をクロス状に加工した樹脂クロスは当該プリプレグに適用可能である。
【００４１】
　上記ガラスクロスを構成するガラス繊維としては、例えばＪＩＳ－Ｒ３４１０：２００
６に規定されるＥガラス、ＥＣＲガラス、ＡＲガラス、Ａガラス、Ｓガラス、Ｃガラス、
Ｄガラス等が挙げられる。これらの中で、汎用繊維用ガラスであるＥガラスよりも低誘電
率のガラス繊維が好ましく、具体的にはＤガラスが好ましい。
【００４２】
　上記フッ素樹脂含有ガラスクロスにおいてガラスクロスに含浸しているフッ素樹脂は、
当該プリプレグのマトリックスと同種のフッ素樹脂でも別種のフッ素樹脂でもよい。
【００４３】
　上記シート状補強材としては、当該プリプレグの接着後の寸法安定性をより向上する観
点から、ガラスクロスが好ましい。
【００４４】
　当該プリプレグに用いるシート状補強材の枚数は、１枚でも複数枚でもよい。上記シー
ト状補強材の枚数の上限としては、６枚が好ましく、４枚がより好ましい。一方、上記シ
ート状補強材の枚数の下限としては、２枚が好ましい。上記シート状補強材の枚数が上記
上限を超えると、当該プリプレグにおけるマトリックスの含有量が減少し、その結果、接
着性が低下するおそれや、接着後の比誘電率が増大するおそれがある。逆に、上記シート
状補強材の枚数が上記下限未満であると、当該プリプレグの接着後の寸法安定性が低下す
るおそれや、電気特性の温度依存性が増大するおそれがある。
【００４５】
　上記シート状補強材の１枚の平均厚みの上限としては、２００μｍが好ましく、５０μ
ｍがより好ましい。一方、上記平均厚みの下限としては、５μｍが好ましく、１０μｍが
より好ましい。上記シート状補強材の平均厚みが上記上限を超えると、当該プリプレグの
可撓性が低下するおそれがある。逆に、上記シート状補強材の平均厚みが上記下限未満で
あると、当該プリプレグの接着後における寸法安定性を向上するために上記シート状補強
材を多数使用する必要が生じ、製造効率が低下するおそれがある。
【００４６】
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　上記シート状補強材の平均合計厚みの上限としては、２００μｍが好ましく、１００μ
ｍがより好ましい。一方、上記平均合計厚みの下限としては、１５μｍが好ましく、４５
μｍがより好ましく、８０μｍがさらに好ましい。上記シート状補強材の平均合計厚みが
上記上限を超えると、当該プリプレグの可撓性が低下するおそれがある。逆に、上記シー
ト状補強材の平均合計厚みが上記下限未満であると、当該プリプレグにシート状補強材を
用いたことによる線膨張係数の低減効果が不十分となり、当該プリプレグを用いた多層基
板の寸法安定性が低下するおそれや、電気特性の温度依存性が増大するおそれがある。
【００４７】
　ここで、本明細書において、「平均厚み」とは、対象物の厚み方向に切断した断面にお
ける測定長さ内の表面側の界面の平均線と、裏面側の界面の平均線との間の距離を指す。
この「平均線」とは、界面に沿って引かれる仮想直線であって、界面とこの仮想直線とに
よって区画される山の総面積（仮想直線よりも上側の総面積）と谷の総面積（仮想直線よ
りも下側の総面積）とが等しくなるような線を意味する。
【００４８】
　上記ガラスクロスを形成するガラス繊維の密度の上限としては、５ｇ／ｍ３が好ましく
、３ｇ／ｍ３がより好ましい。一方、上記密度の下限としては、１ｇ／ｍ３が好ましく、
２ｇ／ｍ３がより好ましい。上記密度を上記範囲とすることで、当該プリプレグの強度及
び寸法安定性をバランスよく向上でき、また製造時の反りを抑制できる。ここで「ガラス
繊維の密度」とは、ＪＩＳ－Ｌ１０１３：２０１０「化学繊維フィラメント糸試験方法」
に準拠して測定した値を意味する。後述する「ガラス繊維の引張強度」及び「ガラス繊維
の最大伸び率」についても同様に定義されるものとする。
【００４９】
　上記ガラスクロスを形成するガラス繊維の引張強度の上限としては、１０ＧＰａが好ま
しく、５ＧＰａがより好ましい。一方、上記引張強度の下限としては、１ＧＰａが好まし
く、２ＧＰａがより好ましい。上記引張強度を上記範囲とすることで、当該プリプレグの
強度及び寸法安定性をバランスよく向上でき、また製造時の反りを抑制できる。
【００５０】
　上記ガラスクロスを形成するガラス繊維の引張弾性率の上限としては、２００ＧＰａが
好ましく、１００ＧＰａがより好ましい。一方、上記引張弾性率の下限としては、１０Ｇ
Ｐａが好ましく、５０ＧＰａがより好ましい。上記引張弾性率を上記範囲とすることで、
当該プリプレグの強度及び寸法安定性をバランスよく向上でき、また製造時の反りを抑制
できる。ここで「引張弾性率」とは、引張応力とひずみとの関係を表わす複素弾性率であ
り、引張試験機により測定される値を意味する。
【００５１】
　上記ガラスクロスを形成するガラス繊維の最大伸び率の上限としては、２０％が好まし
く、１０％がより好ましい。一方、上記最大伸び率の下限としては、１％が好ましく、３
％がより好ましい。上記最大伸び率を上記範囲とすることで、当該プリプレグの強度及び
寸法安定性をバランスよく向上でき、また製造時の反りを抑制できる。
【００５２】
　上記ガラスクロスを形成するガラス繊維の軟化点の上限としては、１，２００℃が好ま
しく、１，０００℃がより好ましい。一方、上記軟化点の下限としては、７００℃が好ま
しく、８００℃がより好ましい。上記軟化点が上記上限を超えると、材料選択の幅が狭ま
るおそれがある。逆に、上記軟化点が上記下限未満であると、当該プリプレグの製造時に
ガラス繊維が軟化して反り等が生じるおそれがある。ここで「軟化点」とは、ＪＩＳ－Ｋ
７２３４：１９８６に規定する環球法により測定した軟化点を意味する。
【００５３】
　上記シート状補強材の３０℃かつ１０ＧＨｚにおける比誘電率の上限としては、１０が
好ましく、６がより好ましく、５がさらに好ましい。一方、上記比誘電率の下限としては
、１．２が好ましく、１．５がより好ましく、１．８がさらに好ましい。上記比誘電率が
上記上限を超えると、当該プリプレグを用いた多層基板において伝送損失が発生し易くな
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るおそれがあると共に、十分な伝送速度が得られないおそれがある。逆に、上記比誘電率
が上記下限未満であると、材料選択の幅が狭まるおそれがある。
【００５４】
　上記シート状補強材の－４０℃以上１２０℃以下における厚み方向での平均線膨張係数
の上限としては、５ｐｐｍ／℃が好ましく、４．７ｐｐｍ／℃がより好ましい。一方、上
記平均線膨張係数の下限としては、－５ｐｐｍ／℃が好ましく、０ｐｐｍ／℃がより好ま
しい。上記平均線膨張係数が上記上限を超えるか、又は上記下限未満であると、当該プリ
プレグにおける電気特性の温度依存性を十分に低減できないおそれがある。
【００５５】
　上記マトリックスの平均線膨張係数に対する上記シート状補強材の平均線膨張係数の比
の上限としては、０．９５が好ましく、０．１がより好ましい。一方、上記比の下限とし
ては、０．００１が好ましく、０．００２がより好ましい。上記比が上記上限を超えると
、当該プリプレグにおける電気特性の温度依存性を十分に低減できないおそれがある。逆
に、上記線膨張係数が上記下限未満であると、材料選択の幅が狭まるおそれがある。
【００５６】
（プリプレグの特性）
　当該プリプレグの平均厚さの上限としては、３００μｍが好ましく、１５０μｍがより
好ましい。一方、上記平均厚さの下限としては、１０μｍが好ましく、２０μｍがより好
ましい。上記平均厚さが上記上限を超えると、当該プリプレグを用いた多層基板が不要に
厚くなるおそれがある。逆に、上記平均厚さが上記下限未満であると、当該プリプレグの
強度が低下するおそれや、十分な接着性を発揮できないおそれがある。
【００５７】
　当該プリプレグの全光線透過率の上限としては、９５％が好ましく、８５％がより好ま
しい。一方、上記全光線透過率の下限としては、２０％が好ましく、５０％がより好まし
く、７０％がさらに好ましい。上記全光線透過率が上記上限を超えると、材料選択の幅が
狭まるおそれがある。逆に、上記全光線透過率が上記下限未満であると、プリント配線板
等に当該プリプレグを重畳した際に、当該プリプレグを介して上記プリント配線板の回路
を視認し難くなり、アライメントが困難となるおそれがある。
【００５８】
　当該プリプレグの拡散率の上限としては、３％が好ましく、１０％がより好ましい。一
方、上記拡散率の下限としては、６０％が好ましく、３５％がより好ましく、２０％がさ
らに好ましい。上記拡散率が上記上限を超えると、プリント配線板等に当該プリプレグを
重畳した際に、当該プリプレグを介して上記プリント配線板の回路を視認し難くなり、ア
ライメントが困難となるおそれがある。逆に、上記拡散率が上記下限未満であると、材料
選択の幅が狭まるおそれがある。
【００５９】
　当該プリプレグの３０℃かつ１０ＧＨｚにおける比誘電率の上限としては、４．５が好
ましく、３．５がより好ましく、２．５がさらに好ましい。一方、比誘電率の下限として
は、２．０が好ましく、２．３がより好ましい。上記比誘電率が上記上限を超えると、当
該プリプレグを用いた多層基板において伝送損失を十分に小さくできないおそれや十分な
伝送速度が得られないおそれがある。逆に、上記比誘電率が上記下限未満であると、材料
選択の幅が狭まるおそれがある。
【００６０】
　当該プリプレグの１２０℃かつ１０ＧＨｚにおける比誘電率の上限としては、４．５が
好ましく、３．５がより好ましく、２．５がさらに好ましい。一方、上記比誘電率の下限
としては、２．０が好ましく、２．２がより好ましい。上記比誘電率が上記上限を超える
と、当該プリプレグを用いた多層基板において伝送損失を十分に小さくできないおそれや
十分な伝送速度が得られないおそれがある。逆に、上記比誘電率が上記下限未満であると
、材料選択の幅が狭まるおそれがある。
【００６１】
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　周波数条件を１０ＧＨｚとした時の当該プリプレグの３０℃における比誘電率εｒ３０

℃と１２０℃における比誘電率εｒ１２０℃との変化率（１００×（εｒ３０℃－εｒ１

２０℃）／εｒ３０℃）の上限としては、５％が好ましく、３．５％がより好ましく、１
．５％がさらに好ましい。一方、上記比誘電率の変化幅の下限としては、特に限定されな
いが、例えば０．１％である。上記比誘電率の変化幅が上記上限を超えると、接着後にお
ける電気特性の温度依存性を十分に低減できないおそれがある。
【００６２】
　当該プリプレグの３０℃かつ１０ＧＨｚにおける誘電正接の上限としては、０．００５
が好ましく、０．００２がより好ましい。一方、上記誘電正接の下限としては、特に限定
されないが、例えば０．００１である。上記誘電正接が上記上限を超えると、当該プリプ
レグを用いた多層基板における伝送損失を十分に小さくできないおそれや十分な伝送速度
が得られないおそれがある。
【００６３】
　周波数条件を１０ＧＨｚとした時の当該プリプレグの３０℃における誘電正接ｔａｎδ

３０℃と１２０℃における誘電正接ｔａｎδ１２０℃との変化幅（ｔａｎδ３０℃及びｔ
ａｎδ１２０℃の差の絶対値）の上限としては、０．００１が好ましく、０．０００３が
より好ましく、０．０００１５がさらに好ましい。一方、上記誘電正接の変化幅の下限と
しては、例えば０．００００１である。上記誘電正接の変化幅が上記上限を超えると、接
着後における電気特性の温度依存性を十分に低減できないおそれがある。逆に、上記誘電
正接の変化幅が上記下限未満であると、材料選択の幅が狭まるおそれがある。
【００６４】
　当該プリプレグの－４０℃以上１２０℃以下における厚み方向での平均線膨張係数の上
限としては、５００ｐｐｍ／℃が好ましく、３５０ｐｐｍ／℃がより好ましく、１５０ｐ
ｐｍ／℃がさらに好ましい。一方、上記平均線膨張係数の下限としては、特に限定されな
いが、例えば８０ｐｐｍ／℃である。上記平均線膨張係数が上記上限を超えると、接着後
における寸法安定性を十分に向上できないおそれや、電気特性の温度依存性を十分に低減
できないおそれがある。
【００６５】
　また、当該プリプレグの－４０℃以上１２０℃以下における平面方向での平均線膨張率
の上限としては、５０ｐｐｍ／℃が好ましく、３５ｐｐｍ／℃がより好ましい。一方、上
記平均線膨張係数の下限としては、１５ｐｐｍ／℃が好ましい。上記平均線膨張係数が上
記上限を超えると、当該プリプレグを用いた多層基板において、温度変化があった際に回
路の精度を維持できないおそれや、基板全体の歪みにより回路が断線するおそれがある。
逆に、上記平均線膨張係数が上記下限未満であると、材料選択の幅が狭まるおそれがある
。なお、当該プリプレグは、厚みよりも幅及び長さの方が通常大きい（例えば平均厚みが
１０μｍ以上３００μｍ以下に対して平均幅及び平均長さが１０ｍｍ以上である）ため、
線膨張の際、平面方向の寸法変化幅の方が厚み方向の寸法変化幅よりも大きくなり易い。
そのため、上記マトリックスの平均線膨張率は、平面方向においては特に小さくする必要
性が高く、一方で厚み方向においては平面方向より大きくても許容される。
【００６６】
＜プリプレグの製造方法＞
　次に、当該プリプレグの好ましい製造方法の例示として、第１の製造方法及び第２の製
造方法について説明する。この第１の製造方法及び第２の製造方法は、いずれも当該プリ
プレグを容易かつ確実に製造できる。
【００６７】
（プリプレグの第１の製造方法）
　当該プリプレグの第１の製造方法は、シート状補強材の両面にフッ素樹脂を主成分とす
る樹脂フィルムを重畳する重畳工程と、上記重畳体を真空吸引しつつ熱圧着する熱圧着工
程とを備える。
【００６８】
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［重畳工程］
　本工程では、シート状補強材の両面にフッ素樹脂を主成分とする樹脂フィルムを重畳す
る。上記シート状補強材としては、当該プリプレグにおいて説明したシート状補強材と同
様のもの等を用いることができる。また、上記樹脂フィルムの主成分としては、当該プリ
プレグのマトリックスの主成分として例示したものと同様のフッ素樹脂等を用いることが
できる。
【００６９】
　上記重畳工程で得られる重畳体における上記補強材の体積比率としては、６０体積％が
好ましく、４０体積％がより好ましく、３０体積％がさらに好ましい。一方、シート状補
強材の体積比率の下限としては、１０体積％が好ましく、２０体積％がより好ましく、２
５体積％がさらに好ましい。上記補強材の体積比率を上記範囲とすることで、形成される
当該プリプレグの接着性と、接着後における電気特性の温度依存性の低減と、伝送特性の
向上とをバランスよく達成できる。
【００７０】
［熱圧着工程］
　本工程では、上記重畳工程で得られた重畳体を真空吸引しつつ熱圧着する。上記熱圧着
温度の上限としては、４００℃が好ましく、３００℃がより好ましい。一方、上記熱圧着
温度の下限としては、上記樹脂フィルムの主成分であるフッ素樹脂の融点が好ましく、上
記フッ素樹脂の分解開始温度がより好ましい。より詳しくは、上記熱圧着温度の下限とし
ては、上記フッ素樹脂の融点よりも１０℃高い温度が好ましく、上記フッ素樹脂の融点よ
りも３０℃高い温度がより好ましい。具体的な熱圧着温度の下限としては、２００℃が好
ましく、２２０℃がより好ましい。上記熱圧着温度が上記上限を超えると、得られる当該
プリプレグが変形するおそれがある。逆に、上記温度が上記下限未満であると、シート状
補強材及び樹脂フィルムが一体化した当該プリプレグを得ることが難しくなるおそれがあ
る。ここで「分解開始温度」とはフッ素樹脂が熱分解し始める温度をいい、「分解温度」
とはフッ素樹脂が熱分解によってその質量が１０％減少する温度をいう。
【００７１】
　上記熱圧着の圧力としては、０．０１ＭＰａ以上１２００ＭＰａ以下が好ましい。また
、上記熱圧着の加圧時間としては、５秒以上１０時間以下が好ましい。
【００７２】
　上記真空吸引の際の真空度の上限としては、１０ＭＰａが好ましく、１ＭＰａがより好
ましく、１０ｋＰａがさらに好ましい。一方、真空度の下限としては、特に限定されない
が、例えば０．０１Ｐａである。真空度を上記上限以下とすることにより、樹脂フィルム
及びシート状補強材の密着性を向上できる。また、シート状補強材として織布又は不織布
を用いる場合には、織布又は不織布の空隙に上記樹脂フィルムの樹脂を確実に含浸させ、
シート状補強材及びマトリックスがより強固に一体化した当該プリプレグを得ることがで
きる。
【００７３】
　当該プリプレグの第１の製造方法では、樹脂フィルム及びシート状補強材の密着性をよ
り向上する観点から、上記熱圧着の開始前から真空吸引を開始することが好ましい。
【００７４】
（プリプレグの第２の製造方法）
　当該プリプレグの第２の製造方法は、織布又は不織布である補強材の表面及び内部にフ
ッ素樹脂を主成分とする組成物を含浸させる含浸工程と、含浸させた上記組成物を加熱す
る加熱工程とを備える。
【００７５】
［含浸工程］
　含浸工程では、織布又は不織布である補強材の表面及び内部にフッ素樹脂を主成分とす
る組成物を含浸させる。不織布及び織布としては、当該プリプレグにおいて説明した不織
布及び織布と同様のもの等を用いることができる。また、上記フッ素樹脂としては、当該
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プリプレグのマトリックスの主成分として例示したものと同様のフッ素樹脂等を用いるこ
とができる。上記組成物としては、例えば溶媒にフッ素樹脂粒子が分散したフッ素樹脂デ
ィスパージョン等が挙げられる。当該プリプレグの補強材織布又は不織布である補強材の
表面及び内部に上記組成物を含浸させる方法としては、例えば織布又は不織布の表面に上
記組成物を塗布する方法、上記組成物にガラスクロス又は樹脂クロスを浸漬する方法等が
挙げられる。
【００７６】
　上記組成物の含む固形分と上記補強材との合計における上記補強材の体積比率としては
、６０体積％が好ましく、４０体積％がより好ましく、３０体積％がさらに好ましい。一
方、シート状補強材の体積比率の下限としては、１０体積％が好ましく、２０体積％がよ
り好ましく、２５体積％がさらに好ましい。上記補強材の体積比率を上記範囲とすること
で、形成される当該プリプレグの接着性と、接着後における電気特性の温度依存性の低減
と、伝送特性の向上とをバランスよく達成できる。ここで「固形分」とは、上記組成物に
おける溶媒以外の成分をいう。
【００７７】
［加熱工程］
　加熱工程では、含浸させた上記組成物を加熱する。加熱工程は、含浸させた上記組成物
が乾燥し硬化する焼き付け工程に相当する。加熱工程後には、織布又は不織布の表面にフ
ッ素樹脂の層が形成されると共に、織布又は不織布の内部にフッ素樹脂が含浸する。
【００７８】
　加熱工程の温度の上限としては、４００℃が好ましく、３００℃がより好ましい。一方
、加熱工程の温度の下限としては、１５０℃が好ましく、２００℃がより好ましい。加熱
工程の温度が上記下限未満であると、含浸させた上記組成物の乾燥及び硬化が不十分とな
るおそれがある。逆に、加熱工程の温度が上記上限を超えると、得られる当該プリプレグ
が変形するおそれがある。
【００７９】
　第２の製造方法では、織布又は不織布の一方の面にフッ素樹脂の層を形成した後、他方
の面に再度フッ素樹脂の層を形成してもよい。また、第２の製造方法では、織布又は不織
布の両面に同時にフッ素樹脂の層を形成してもよい。
【００８０】
　第２の製造方法では、上記含浸工程及び加熱工程を２回以上繰り返してもよい。例えば
、上記組成物の塗布と加熱とを繰り返し行えば、所定の厚みを有するフッ素樹脂の層を容
易に形成できる。
【００８１】
　第２の製造方法では、織布又は不織布の表面及び内部にフッ素樹脂を主成分とする組成
物を含浸させる。このため、第２の製造方法では、補強材及びマトリックスがより強固に
一体化した当該プリプレグを容易かつ確実に得ることができる。
【００８２】
＜多層基板＞
　当該多層基板は、絶縁層とこの絶縁層の表面側に積層される導電パターンとを有する複
数のプリント配線板と、このプリント配線板同士の接着に用いるプリプレグとを備える多
層基板であって、上記複数のプリント配線板のうちの少なくとも１のプリント配線板の絶
縁層がフッ素樹脂を主成分とし、このフッ素樹脂を主成分とする絶縁層の接着に当該プリ
プレグが用いられている。
【００８３】
　当該多層基板は、少なくとも１のプリント配線板の絶縁層がフッ素樹脂を主成分とする
ことで、比誘電率を低減でき、その結果、伝送速度の増大と伝送損失の低減とが可能とな
る。また、当該多層基板は、上記フッ素樹脂を主成分とする絶縁層の接着に当該プリプレ
グが用いられているため、上記フッ素樹脂を主成分とする絶縁層を確実に接着することが
できる。さらに、当該多層基板は、当該プリプレグを用いて上記フッ素樹脂を主成分とす
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る絶縁層を接着しているため、この絶縁層に由来する誘電率の低さを維持できる。さらに
、当該プリプレグは接着後における寸法安定性が高く、かつ電気特性の温度依存性が低い
ため、当該多層基板はヒートサイクルによる層間剥離が生じ難く、かつ電気特性の温度依
存性が低い。当該多層基板は、例えば車載用ミリ波レーダー等のミリ波レーダー、サーバ
ー、光通信用機器等に用いる基板として好適に用いることができる。
【００８４】
　以下、図１及び図２に当該多層基板の一例を示す。図１に示す当該多層基板は、一方の
表面側（図１及び図２における上側）から順番に第１プリント配線板１、第２プリント配
線板２、及び第３プリント配線板３が積層される。第１プリント配線板１及び第２プリン
ト配線板２は、第１接着層４を介して積層される。また、第２プリント配線板及び第３プ
リント配線板は、第２接着層５を介して積層される。
【００８５】
　第１プリント配線板１は、第１絶縁層１ａと、この第１絶縁層１ａにおける第２プリン
ト配線板２とは反対側に積層される第１導電パターン１ｂとを備える。第２プリント配線
板２は、第２絶縁層２ａと、この第２絶縁層２ａの両面に積層される一対の第２導電パタ
ーン２ｂとを備える。第３プリント配線板３は、第３絶縁層３ａと、この第３絶縁層３ａ
における第２プリント配線板２とは反対側に積層される第３導電パターン３ｂとを備える
。３枚のプリント配線板のうち、一方の最表面に配設されるプリント配線板である第１プ
リント配線板１の有する第１絶縁層１ａはフッ素樹脂を主成分とする。また、第１プリン
ト配線板１及び第２プリント配線板２を接着する第１接着層４は、当該プリプレグにより
形成される層である。つまり、第１絶縁層１ａと、第２プリント配線板２における第１プ
リント配線板１側の第２導電パターン２ｂとの接着には、当該プリプレグが用いられる。
【００８６】
　当該多層基板をミリ波レーダー、サーバー、光通信用機器等の高周波用途に適用する場
合、基板全体の比誘電率が低いことが好ましいが、基板の表面付近での比誘電率の低さが
特に重要となる。そのため、上述のように、当該多層基板のうち、一方の最表面に配設さ
れる第１プリント配線板１の有する第１絶縁層１ａの主成分をフッ素樹脂とすることで、
当該多層基板の表面付近での比誘電率を効果的に低減することができる。
【００８７】
（プリント配線板）
　第１プリント配線板１～第３プリント配線板３としては、第１プリント配線板の有する
第１絶縁層１ａの主成分をフッ素樹脂とする以外は特に限定されず、従来公知のプリント
配線板を用いることができる。第１プリント配線板１～第３プリント配線板３の平面視で
導電パターンが積層されていない領域における全光線透過率及び拡散率としては、例えば
上述の当該プリプレグの全光線透過率及び拡散率と同様とすることができる。第１絶縁層
１ａ～第３絶縁層３ａのそれぞれの平均厚みとしては、特に限定されないが、例えば５μ
ｍ以上１００μｍ以下とすることができる。また、第１導電パターン１ｂ～第３導電パタ
ーン１ｂのそれぞれの平均厚みとしては、特に限定されないが、例えば２μｍ以上３０μ
ｍ以下とすることができる。
【００８８】
　上述の通り、第１絶縁層１ａの主成分はフッ素樹脂である。上記フッ素樹脂としては、
例えばＰＴＦＥ、ＰＦＡ、ＦＥＰ、ＥＴＦＥ、ＰＶＤＦ、ＰＣＴＦＥ、ＥＣＴＦＥ、ＰＶ
Ｆ、ＴＨＶ等が挙げられる。また、上記フッ素樹脂としては、フッ素樹脂架橋物を用いる
こともできる。第１絶縁層１ａの低誘電率化及び低誘電正接化の観点からは、上記フッ素
樹脂としては、ＰＴＦＥ、ＰＦＡ、ＦＥＰ及びこれらの混合樹脂が好ましい。一方、第１
絶縁層１ａの透明性の観点からは、上記フッ素樹脂としては、ＰＴＦＥ架橋物、ＰＦＡ及
びその架橋物、ＦＥＰ及びその架橋物、並びにこれらの混合樹脂が好ましい。
【００８９】
　第２絶縁層２ａ～第３絶縁層３ａの主成分としては、特に限定されないが、エポキシ樹
脂、フェノール樹脂、ポリイミド等の合成樹脂などが挙げられる。なお、第２絶縁層２ａ
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及び第３絶縁層３ａの主成分としては、フッ素樹脂を用いることもできるが、コストの点
から他の合成樹脂を用いることが好ましい。また、第１絶縁層１ａ～第３絶縁層３ａは、
上述の合成樹脂により主に構成されていてもよいが、上述の合成樹脂を主成分とするマト
リックスと、このマトリックス中に配設されるシート状補強材とにより構成されていても
よい。上記シート状補強材としては、例えば当該プリプレグにおいて説明したシート状補
強材と同様のもの等が挙げられる。
【００９０】
　第１プリント配線板１は、透明性を維持しつつ、当該プリプレグにより形成される第１
接着層４と、第１絶縁層１ａとの接着性を向上するため、第１絶縁層１ａにおける第１接
着層４側の表面に直接積層される図示しない被覆層をさらに備え、この被覆層によって第
１接着層４と当接していてもよい。このような被覆層の具体例としては、ケイ素原子、窒
素原子、イオウ原子又はこれらの組み合わせを含む化合物を含有し、この化合物と第１接
着層４に含まれるフッ素樹脂とが飛行時間型二次イオン質量分析（ＴＯＦ－ＳＩＭＳ）に
より検出される結合を形成している層が挙げられる。このような被覆層を備える場合、第
１絶縁層１ａの主成分としては、ＰＴＦＥ、ＰＦＡ、ＦＥＰ及びこれらの混合樹脂が好ま
しい。
【００９１】
　上記被覆層の平均厚さの上限としては、１００ｎｍが好ましく、５０ｎｍがより好まし
い。一方、上記被覆層の平均厚さの下限としては、１０ｎｍが好ましく、２０ｎｍがより
好ましい。上記被覆層の平均厚さが上記上限を超えると、当該多層基板の電気特性が低下
するおそれがある。上記被覆層の平均厚さが上記下限未満であると、上記被覆層による第
１接着層４と第１絶縁層１ａとの接着性の向上効果が不十分となるおそれがある。
【００９２】
　上記被覆層における第１絶縁層１ａと反対側の表面（第１接着層４と当接している表面
）の対水接触角の上限としては、９０°が好ましく、８０°がより好ましい。一方、上記
対水接触角の下限としては、３０°が好ましく、６０°がより好ましい。上記対水接触角
を上記範囲とすることで、第１接着層４と第１絶縁層１ａとの接着性をより向上できる。
【００９３】
　上記ケイ素原子、窒素原子、イオウ原子又はこれらの組み合わせを含む化合物としては
、例えばシランカップリング剤等が挙げられる。
【００９４】
　ＴＯＦ－ＳＩＭＳにより検出される結合としては、例えば共有結合等が挙げられる。
【００９５】
　上記被覆層は、例えばフッ素樹脂を主成分とする絶縁層の表面に、ケイ素原子、窒素原
子、イオウ原子又はこれらの組み合わせを含む化合物を含有するコーティング材を塗工す
ることにより形成できる。
【００９６】
　なお、上記被覆層は、第１絶縁層１ａにおける第１接着層４側の表面に直接積層されて
いることが好ましいが、それ以外の箇所に積層されていてもよい。具体的には、例えば第
１絶縁層１ａにおける第１導電パターン１ｂ側の表面や、第２絶縁層２ａ及び第３絶縁層
３ａの一方又は両方の表面に直接積層されていてもよい。絶縁層及び導電パターンの間に
シランカップリング剤で被覆層を形成した場合、上記絶縁層及び導電パターンの接着性を
向上できる。
【００９７】
　第１導電パターン１ｂ～第３導電パターン３ｂを構成する導電物質としては、例えば銅
、銀、金、鉄、ステンレス、アルミニウム、ニッケル、ＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　
Ｏｘｉｄｅ）等の金属、合成樹脂と金属との混合物である導電性樹脂などが挙げられる。
【００９８】
　中でも、上記導電物質としては、コスト、電気特性及び可撓性の観点より、銅が好まし
い。第１導電パターン１ｂ～第３導電パターン３ｂを銅により構成することで、優れた伝
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送特性と、良好なフレキシブル性と、コストの安さとをバランスよく達成できる。
【００９９】
（第１接着層）
　図２示すように、第１接着層４は、マトリックス６と、このマトリックス中に配設され
る織布又は不織布であるシート状補強材７とを備える。マトリックス６の主成分は、酸素
含有官能基を有するフッ素樹脂である。このフッ素樹脂は、非架橋でも架橋されていても
よいが、架橋されていることが好ましい。酸素含有官能基を有するフッ素樹脂は比較的低
融点であるが、このように、マトリックス６の主成分を架橋フッ素樹脂とすることで第１
接着層４の耐熱性を向上でき、その結果、当該多層基板を実装のためにリフロー処理する
際に、各プリント配線板間のズレを抑制できる。
【０１００】
（第２接着層）
　第２接着層５としては、特に限定されず、従来公知の接着剤、接着シート、シート状プ
リプレグ等により形成することができる。なお、第２接着層５は、当該プリプレグにより
形成される層であってもよい。また、第２接着層５は必須ではなく、第２プリント配線板
２及び第３プリント配線板３を熱融着する場合には省略することもできる。
【０１０１】
　なお、当該多層基板は、第１導電パターン１ｂ～第３導電パターン３ｂを互いに通電さ
せるため、図示しないビアホール等の通電部を通常有する。
【０１０２】
　上述の通り、図１及び図２は当該多層基板の一例であり、当該多層基板は他の構成を備
えていてもよい。具体的には、当該多層基板は、２枚又は４枚以上のプリント配線板が積
層されたものであってもよい。また、当該多層基板の備える各プリント配線板は、絶縁層
の一方の表面側にのみ導電パターンが積層されていても、絶縁層の両方の表面側に導電パ
ターンが積層されていてもよい。さらに、フッ素樹脂を主成分とする絶縁層を有するプリ
ント配線板は、一方の最表面以外に積層されていてもよい。
【０１０３】
＜多層基板の製造方法＞
　次に、当該多層基板の製造方法の一例を説明する。この製造方法には、絶縁層及びこの
絶縁層の一方又は両方の表面側に積層される導電パターンを有するプリント配線板と、当
該プリプレグとを少なくとも用いる。また、この製造方法には、必要に応じ、絶縁層及び
この絶縁層の一方の表面側に積層される導電層を有するプリント配線板用基材をさらに用
いてもよい。このプリント配線板及びプリント配線板用基材のうちの少なくとも１つは、
フッ素樹脂を主成分とする絶縁層を有する。なお、上記プリント配線板用基材は、上記絶
縁層の他方の表面側に積層される導電パターンをさらに備えてもよい。
【０１０４】
　当該多層基板の製造方法は、上記プリント配線板に、当該プリプレグを介し、別のプリ
ント配線板又は上記プリント配線板用基材を重畳する重畳工程と、上記重畳工程で得られ
た重畳体を熱圧着する熱圧着工程とを備える。当該多層基板の製造方法は、上記重畳工程
でプリント配線板用基材を用いる場合、このプリント配線板用基材の導電層にパターンを
形成するパターン形成工程をさらに備える。これにより、２枚のプリント配線板により構
成される当該多層基板が得られる。この製造方法は、当該多層基板を容易かつ確実に製造
できる。
【０１０５】
　この製造方法では、上記重畳工程で上記プリント配線板の両面に一対のプリント配線板
用基材又はプリント配線板を重畳することにより、３枚のプリント配線板により構成され
る当該多層基板を得てもよい。また、この製造方法では、得られた当該多層基板の一方又
は両方の表面側にさらに別のプリント配線板用基材又はプリント配線板を重畳し、上記熱
圧着工程及び必要に応じてパターン形成工程と同様の工程を繰り返すことにより、さらな
る多層化が可能である。さらに、この製造方法では、上記重畳工程で上記プリント配線板
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の替わりにプリント配線板の積層体を用いてもよい。
【０１０６】
（重畳工程）
　本工程では、上記プリント配線板に、当該プリプレグを介し、別のプリント配線板又は
上記プリント配線板用基材を重畳する。本工程でプリント配線板用基材を用いる場合、こ
のプリント配線板用基材の絶縁層に導電層が積層される方向と反対側の表面を当該プリプ
レグに対向させる。一方、上記プリント配線板は、いずれの面を当該プリプレグに対向さ
せてもよい。
【０１０７】
（熱圧着工程）
　本工程では、上記重畳工程で得られた重畳体を熱圧着し、これによりプリント配線板同
士、又はプリント配線板及びプリント配線板用基材を熱融着させる。上記熱圧着温度の上
限としては、２５０℃が好ましく、２２０℃がより好ましい。一方、上記熱圧着温度の下
限としては、当該プリプレグにおけるマトリックスの主成分であるフッ素樹脂の融点が好
ましく、上記フッ素樹脂の分解開始温度がより好ましい。より詳しくは、上記熱圧着温度
の下限としては、上記フッ素樹脂の融点よりも１０℃高い温度が好ましく、上記フッ素樹
脂の融点よりも２０℃高い温度がより好ましい。具体的な熱圧着温度の下限としては、１
８０℃が好ましく、１９０℃がより好ましい。上記熱圧着温度が上記上限を超えると、当
該プリプレグが変性して電気特性等が低下するおそれがある。逆に、上記温度が上記下限
未満であると、プリント配線板やプリント配線板用基材が十分に熱融着しないおそれがあ
る。
【０１０８】
　上記熱圧着の圧力としては、０．０１ＭＰａ以上１２００ＭＰａ以下とすることができ
る。また、上記熱圧着の加圧時間としては、５秒以上１０時間以下とすることができる。
【０１０９】
（パターン形成工程）
　本工程では、上記プリント配線板用基材における導電層にパターンを形成する。上記パ
ターンを形成する方法としては、特に限定されないが、例えばエッチング等が挙げられる
。上記エッチング方法としては、特に制限されないが、例えばサブトラクティブ法、セミ
アディティブ法等が挙げられる。上記エッチング法としてサブトラクティブ法を適用する
場合、上記プリント配線板用基材の導電層にパターンのマスキングを施した後、エッチン
グすることにより、配線を形成できる。これにより、上記プリント配線板用基材に由来す
るプリント配線板が得られる。
【０１１０】
（電離放射線照射工程）
　上記製造方法では、上記熱圧着工程で得られたプリント配線板同士の積層体、又はプリ
ント配線板及びプリント配線板用基材の積層体に、電離放射線を照射する電離放射線照射
工程をさらに備えることが好ましい。このように、当該多層基板の製造方法が電離放射線
照射工程をさらに備えることで、当該プリプレグに含まれているフッ素樹脂を架橋し、そ
の耐熱性を向上できる。その結果、当該多層基板の耐熱性が向上し、当該多層基板をリフ
ロー処理等のために加熱する際に層間のズレや剥離を抑制できる。また、架橋によりフッ
素樹脂の結晶化を抑制し、視認性を向上できる。本工程では、当該プリプレグのマトリッ
クスが、ＰＴＦＥ、ＦＥＰ及びＰＦＡのうち少なくとも１種に酸素含有官能基を導入した
フッ素樹脂である場合、上記フッ素樹脂の融点以上の温度で加熱しながら電離放射線を照
射するとよい。一方、上記マトリックスがＥＴＦＥ、ＰＶＤＦ、ＰＶＦ及びＴＨＶのうち
少なくとも１種に酸素含有官能基を導入したフッ素樹脂である場合、常温で照射架橋でき
る。
【０１１１】
　電離放射線照射時に加熱する場合、その加熱温度としては、当該プリプレグのマトリッ
クスであるフッ素樹脂の融点以上であれば特に限定されないが、上記フッ素樹脂の融点よ
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り５℃高い温度が好ましく、融点より１５℃高い温度がより好ましい。一方、上記加熱温
度の上限としては、上記フッ素樹脂の融点より５０℃高い温度が好ましく、融点より３０
℃高い温度がより好ましい。また、具体的な上記加熱温度は、上記フッ素樹脂の種類に合
わせて適宜変更可能であるが、その下限としては、２００℃が好ましく、２１０℃がより
好ましい。一方、上記加熱温度の上限としては、４００℃が好ましく、３００℃がより好
ましい。上記加熱温度で電離放射線を照射することにより、フッ素樹脂の主鎖の切断を抑
制しつつ、分子間の架橋を促進できる。上記加熱温度が上記上限を超える場合、フッ素樹
脂の分解のおそれがある。
【０１１２】
　上記電離放射線照射は、大気雰囲気下で行ってもよく、無酸素雰囲気下で行ってもよい
。上記無酸素雰囲気下における酸素濃度の上限としては、１００ｐｐｍが好ましく、１０
ｐｐｍがより好ましく、５ｐｐｍがさらに好ましい。上記酸素濃度が上記上限を超えると
、電離放射線の照射によってフッ素樹脂が分解するおそれがある。
【０１１３】
　上記電離放射線としては、例えばγ線、電子線、Ｘ線、中性子線、高エネルギーイオン
線等が挙げられ、電子線が好ましい。また、電離放射線の照射線量の下限としては、１０
ｋＧｙが好ましく、７０ｋＧｙがより好ましく、１００ｋＧｙがさらに好ましい。一方、
上記照射線量の上限としては、２，０００ｋＧｙが好ましく、５００ｋＧｙがより好まし
く、２００ｋＧｙがさらに好ましい。上記照射線量が上記下限より小さい場合、フッ素樹
脂の架橋反応が十分進行しないおそれがある。逆に、上記照射線量が上記上限を超える場
合、フッ素樹脂の主鎖が切断されるおそれがある。そのため、上記照射線量を上記範囲と
することで、フッ素樹脂の主鎖の切断を抑制しつつ、架橋を十分に進行させることができ
る。なお、加速電圧としては、例えば８００ｋＶ以上１，５００ｋＶ以下とすることがで
きる。
【０１１４】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は、上記実施形態の構成に限定されるものではなく、特許
請求の範囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内での全ての変更が含
まれることが意図される。
【実施例】
【０１１５】
　以下、実施例によって本発明をさらに具体的に説明するが、本発明は以下の実施例に限
定されるものではない。
【０１１６】
［製造例１］
（プリプレグの製造）
　シート状補強材としての１枚のガラスクロス（ユニチカ社のＥガラス「♯１０３０」、
平均厚さ３０μｍ）の両面に、一対のフッ素樹脂フィルム（ダイキン社の「ネオフロン（
登録商標）ＥＦＥＰ　ＲＰ－４０２０」、平均厚さ５０μｍ）を重畳して重畳体を得た。
次に、対象物を真空中でプレス可能なプレス機（北川精機社製）を用い、真空引きで周囲
を真空状態とした後、上記重畳体を熱圧着した。得られた熱圧着体を製造例１のプリプレ
グとした。熱圧着条件は、温度２５０℃、圧力２０ＭＰａ、時間２０分、真空度１ｋＰａ
とした。なお、上記「ＲＰ－４０２０」の主成分は酸素原子含有基を導入したＥＴＦＥで
あり、その融点は１７０℃である。
【０１１７】
（多層基板の製造）
　フッ素樹脂を主成分とする絶縁層と、この絶縁層の一方の面に直接積層される被覆層と
、この被覆層における上記絶縁層と反対側の表面に積層される導電パターンとを有する２
枚のプリント配線板を用意した。この２枚のプリント配線板の絶縁層は、マトリックスと
してのＦＥＰと、厚さ方向の中央部に配設され、上記ＦＥＰが含浸しているガラスクロス
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との接着向上させるため、コーティング材としてアミノシランを塗布することで形成した
もので、ケイ素原子、窒素原子及び炭素原子を含む化合物を含有し、平均厚さが３０ｎｍ
以下である。上記導電パターンは、上記絶縁層に積層した銅箔を塩化銅でエッチングする
ことで形成した。このエッチング後、プリント配線板の表面に露出した上記被覆層をＴＯ
Ｆ－ＳＩＭＳで分析した結果、コーティングに由来するＮＨとフッ素樹脂に由来するＣＦ
とが結合したＮＨ－ＣＦ結合のフラグメントが検出され、上記コーティング剤と上記絶縁
層に含まれるフッ素樹脂とが結合していることが確認された。上記被覆層における上記絶
縁層と反対側の表面の対水接触角は７０°であった。また、エッチング後のプリント配線
板の平面視で導電パターンが積層されていない領域における全光線透過率及び拡散率を後
述の方法で測定したところ、全光線透過率は８０％、拡散率は１５％であった。このプリ
ント配線板は、他のプリント配線板等に重畳した場合に下面を透過することができた。
【０１１８】
　１枚のプリント配線板と、製造例１のプリプレグと、別の１枚のプリント配線板とをこ
の順番で重畳し、得られた重畳体を汎用プレス機（北川精機社製）で２００℃、２０分間
熱圧着した。得られた熱圧着体を製造例１の多層基板とした。
【０１１９】
［製造例２］
　製造例１と同様の操作でプリプレグを製造した。得られたプリプレグを用いて製造例１
と同様にして熱圧着体を製造し、得られた熱圧着体に電子線照射を行った。照射条件は、
温度２３℃、大気雰囲気、照射線量１５０ｋＧｙとした。電子線照射後の熱圧着体を製造
例２の多層基板とした。
【０１２０】
［製造例３］
　シート状補強材として上記ガラスクロスを２枚用いて合計厚さを６０μｍとした以外は
製造例２と同様に操作し、製造例３のプリプレグ及び多層基板を得た。
【０１２１】
［製造例４］
　シート状補強材として上記ガラスクロスを３枚用いて合計厚さを９０μｍとした以外は
製造例２と同様に操作し、製造例４のプリプレグ及び多層基板を得た。
【０１２２】
［製造例５］
　シート状補強材として上記ガラスクロスを４枚用いて合計厚さを１２０μｍとした以外
は製造例２と同様に操作し、製造例５のプリプレグ及び多層基板を得た。
【０１２３】
［製造例６］
　フッ素樹脂フィルムとしてダイキン社の「ネオフロン（登録商標）ＦＥＰ」、（平均厚
さ５０μｍ）を用いた以外は製造例２と同様に操作し、製造例６のプリプレグを得た。な
お、上記「ネオフロンＦＥＰ」の主成分は酸素原子含有基を導入していないＦＥＰであり
、その融点は２７０℃である。製造例６のプリプレグは、上記汎用プレス機では熱圧着で
きなかったため、多層基板は得られなかった。
【０１２４】
［製造例７］
　シート状補強材を用いず、フッ素樹脂フィルムを２枚直接重畳した以外は製造例２と同
様に操作し、製造例７のプリプレグ及び多層基板を得た。
【０１２５】
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【表１】

【０１２６】
＜評価＞
　製造例１～７のプリプレグについて、平均線膨張係数、比誘電率、全光線透過率、拡散
率及び視認性を評価した。また、製造例１～５及び７の多層基板を用い、比誘電率、ヒー
トサイクル時層間剥離及びリフロー耐性を測定した。
【０１２７】
［平均線膨張係数］
　プリプレグの平均線膨張係数は、ＪＩＳ－Ｋ７１９７：１９９１「プラスチックの熱機
械分析による線膨脹率試験方法」に準拠し、厚さ方向及び平面方向において測定した。具
体的には、－４０℃から１２０℃まで２０℃間隔で測定し、その算術平均値を求めた。
【０１２８】
［比誘電率］
　プリプレグ及び多層基板の比誘電率は、ＪＩＳ－Ｃ２１３８：２００７「電気絶縁材料
－比誘電率及び誘電正接の測定方法」に準拠する空洞共振器摂道法により、相対湿度５０
％の条件で測定される厚さ方向の値を求めた。比誘電率は、３０℃及び１２０℃での測定
値と、その変化幅（１００×｛３０℃での比誘電率－１２０℃での比誘電率｝／３０℃で
の比誘電率）とを求めた。多層基板において比誘電率の変化率が１．０以下である場合を
「Ａ（良好）」、１．０超３．０以下である場合を「Ｂ（やや良好）」、３．０超である
場合を「Ｃ（良好でない）」と評価した。
【０１２９】
［全光線透過率］
　プリプレグの全光線透過率は、ＪＩＳ－Ｋ７３７５：２００８「プラスチック－全光線
透過率及び全光線反射率の求め方」に準拠して測定した。
【０１３０】
［拡散率］
　プリプレグの拡散率は、ＪＩＳ－Ｚ８１１３：１９９８「照明用語」に準拠して測定し
た。具体的には、プリプレグに対して垂直方向から平行光を照射し、出射角度５度、２０
度又は７０度における輝度（以下、それぞれＢ５、Ｂ２０及びＢ７０とする）を測定し、
下記式（１）で算出した。
　拡散率（％）＝１００×（Ｂ７０＋Ｂ２０）／２／Ｂ５・・・（１）
【０１３１】
［視認性］
　プリプレグの視認性は、上記プリント配線板に重畳し、上記プリント配線板の回路が視
認できる場合を「Ａ（良好）」、視認できない場合を「Ｂ（良好でない）」と評価した。
【０１３２】
［ヒートサイクル時層間剥離］
　多層基板のヒートサイクル時層間剥離は、恒温槽で－４０℃、１０分と、１２０℃、１
０分とのサイクルを１００回行い、上記サイクル後に層間剥離が生じている場合を「Ｂ（
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良好でない）」、層間剥離していない場合を「Ａ（良好）」と評価した。
【０１３３】
［リフロー耐性］
　多層基板のリフロー耐性は、リフロー炉を用いてピーク温度が２６０℃となるように３
０秒間加熱し、上記加熱後にプリプレグに由来する層が溶融している場合を「Ｂ（良好で
ない）」、溶融していない場合を「Ａ（良好）」と評価した。
【０１３４】
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【表２】

【０１３５】
　表１及び表２に示すように、製造例１～５のプリプレグは、マトリックス中に配設され
るシート状補強材を備えるため、シート状補強材を備えない製造例７のプリプレグと比較
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し、線膨張し難く、かつ比誘電率の温度依存性が小さかった。また、製造例１～５のプリ
プレグを用いた多層基板は、製造例７のプリプレグを用いた多層基板と比較し、層間剥離
が起こり難く、かつ比誘電率の温度依存性が小さかった。さらに、製造例１～５のプリプ
レグは、酸素含有官能基を有する比較的低融点のフッ素樹脂をマトリックスの主成分とし
て用いたため、２５０℃でのプレスで多層基板を製造できた。一方、製造例６のプリプレ
グは、酸素原子を含有しない比較的高融点のフッ素樹脂をマトリックスの主成分として用
いたため、２５０℃でのプレスでは多層基板を製造できなかった。
【産業上の利用可能性】
【０１３６】
　本発明の一態様に係るプリプレグは、容易かつ確実に接着できると共に、接着後におけ
る寸法安定性が高く、かつ電気特性の温度依存性が低い。また、本発明の別の一態様に係
る多層基板は、ヒートサイクルによる層間剥離が生じ難く、かつ電気特性の温度依存性が
低い。
【符号の説明】
【０１３７】
１　第１プリント配線板
１ａ　第１絶縁層
１ｂ　第１導電パターン
２　第２プリント配線板
２ａ　第２絶縁層
２ｂ　第２導電パターン
３　第３プリント配線板
３ａ　第３絶縁層
３ｂ　第３導電パターン
４　第１接着層
５　第２接着層
６　マトリックス
７　シート状補強材
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